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清涼飲料水自動販売機設置に係る仕様書 

 

１ 件名 

  自動販売機設置事業者公募 

 

２ 貸付期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日（５年間） 

 

３ 貸付場所等 

（１）貸付場所及び最低貸付料 

グル

ープ 

物件 

番号 
販売品目 貸付場所 貸付面積 

最低貸付料 

（年額、税抜） 

A 

① 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

行田市役所本庁舎 

建物内 １階ロビー 

約 1.17 ㎡ 

（W1,300 ㎜×D900 ㎜

×H2,150 ㎜） 

121,000 円 

④ 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

行田市役所本庁舎 

建物内 地下１階通路 

約 1.17 ㎡ 

（W1,300 ㎜×D900 ㎜

×H2,150 ㎜） 

80,300 円 

⑥ 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

南河原支所 

建物内 １階ホール 

約 1.08 ㎡ 

（W1,200 ㎜×D900 ㎜

×H1,900 ㎜） 

13,300 円 

⑦ 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

男女共同参画推進センター 

建物内 １階エレベータ右横  

約 1.40 ㎡ 

（W1,400 ㎜×D1,000 ㎜

×H2,200 ㎜） 

19,000 円 

⑧ 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

消防本部・消防署本署 

建物内 １階玄関ホール 

約 1.17 ㎡ 

（W1,300 ㎜×D900

㎜×H2,200 ㎜） 

43,000 円 

⑨ 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

消防本部・消防署本署 

建物内 １階食堂 

約 0.81 ㎡ 

（W900 ㎜×D900 ㎜× 

H2,200 ㎜） 

30,600 円 

グループ A（6 台分） 

最低貸付料の合計 
307,200 円 
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③は新規、それ以外の物件は入れ替え。 

 

（２）貸付物件に関する注意事項 

①上記各寸法は、自動販売機を設置する面積（目安）を示しており、放熱余地部

分、子メーター設置部分を含んでいる。 

②空き容器回収ボックスの設置場所は、本仕様のとおり原則として自動販売機付近

の設置とするが、詳細は設置者となった者と行田市が協議して決定する。 

 

４ 設置する自動販売機の仕様・条件・遵守事項 

(１)自動販売機の仕様 

行田市では、環境負荷軽減のための省エネルギー対策を推進していることから、設置

する自動販売機は、以下の項目を満たす機器を選定するよう努めてください。 

①環境対策 

自動販売機の設置による環境負荷の軽減のため、ノンフロン型の機器。また、消費

グル

ープ 

物件 

番号 
販売品目 貸付場所 貸付面積 

最低貸付料 

（年額、税抜） 

B 

② 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

行田市役所本庁舎 

建物内 １階ロビー 

約 1.17 ㎡ 

（W1,300 ㎜×D900 ㎜

×H2,150 ㎜） 

77,400 円 

③ 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

行田市役所本庁舎 

建物内 １階中庭南 

約 1.17 ㎡ 

（W1,300 ㎜×D900 ㎜

×H2,150 ㎜） 

96,400 円 

⑤ 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

コミュニティー 

センターみずしろ 

建物内 １階通路 

約 0.98 ㎡ 

（W1,200 ㎜×D820 ㎜

×H2,200 ㎜） 

41,200 円 

⑩ 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

消防本部・消防署本署 

建物内 １階食堂 

約 1.08 ㎡ 

（W1,200 ㎜×D900

㎜×H2,200 ㎜） 

64,200 円 

⑪ 
清涼飲料水 

（缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等） 

行田市立学校給食センター 

建物内 １階玄関ホール 

約 1.26 ㎡ 

（W1,260 ㎜×D1,000 ㎜

× H2,200 ㎜） 

14,900 円 

グループ B（5 台分） 

最低貸付料の合計 
294,100 円 
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電力の削減のため、学習省エネ機能や部分冷却加温システム、ヒートポンプ機能、ピ

ークカット機能、照明の自動点滅・減光機能などの省エネルギー機能を搭載した機

器。 

②ユニバーサルデザイン 

低い位置に設置された商品選択ボタン、できる限り屈まずに商品を取り出せる取出

口、硬貨を一度に投入することのできる一括投入口、商品取出口や硬貨投入口への点

字表示など、年齢や性別、障がいの有無等を問わず、誰にでも使いやすいよう工夫さ

れた機器。 

  ③災害救援ベンダー 

今回設置する自動販売機は、すべて災害救援ベンダー仕様の自動販売機とする（必

須）。これに伴い、設置者は行田市と「災害時における自動販売機内商品の無償提供

に関する協定書」を締結すること。 

  ④代金支払い方法・新旧紙幣及び硬貨の使用 

スマートフォン決済や非接触型ＩＣカードの対応に努めること。なお、新旧500円

硬貨及び新旧1,000円紙幣が使用できること。 また今後、新紙幣、新硬貨が発行され

た場合は利用者に不都合や不便が生じないよう適切に対応すること。 

 

(２)自動販売機の設置・管理・運営について 

自動販売機の設置・管理・運営にあたっては、以下に記載する事項を遵守してくださ

い。 

①安全対策 

 設置者は、自動販売機の設置における安全を確保するため、以下の安全対策を講じ

るものとする。 

ア 転倒防止のため、ＪＩＳ規格「自動販売機の据付基準」（JIS B 8562）及び

「自動販売機の屋内据付基準」（日本自動販売システム機械工業会）を遵守した

措置を講じること。 

ただし、庁舎の躯体等に対し影響を及ぼす可能性のあるアンカー等による固定

は、原則として認めない。 

イ 販売物品の安全性確保のため、「食品、添加物等の規格基準」（昭和３４年厚

生省告示第３７０号）、「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」（業

界自主基準）等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすこと。また、商品

販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係機関等への届出、検査が必要な場

合は遅滞なく手続き等を行うこと。 

ウ 防犯対策のため、偽造通貨（紙幣）の使用による犯罪の防止策が行われている

自動販売機を設置すること。また、屋内設置であっても、「自動販売機堅牢化基

準」（日本自動販売システム機械工業会）を遵守し、犯罪防止に努めること。 
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②販売物品 

ア 販売品目は、清涼飲料水とし、煙草・アルコール類（ノンアルコール含む）の

販売は認めない。 

イ 販売価格は、定価（標準小売価格）以下とすること。 

ウ 設置者は、販売物品及び価格等について事前に施設管理者と調整を図ること。 

③商品補充・変更・消費期限の確認 

設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認を行うこと。また、販売物

品を起因とする事故等の発生に対しては、設置者の責任において誠実に対応するこ

と。 

④売上金の回収及び釣銭の補充 

設置者において、売上金の回収及び釣銭の補充を行うこと。 

⑤故障時の対応 

自動販売機に故障が発生した場合、設置者において、速やかに保守員を派遣し対応

すること。また、保守業務は随時行い、自動販売機の機能維持に努めること。なお、

設置する自動販売機に対しては、故障時等の連絡先を明記すること。 

⑥空き容器の回収 

設置者は、空き容器の回収について以下の点に留意し、自動販売機設置場所周辺の

美化に努めること。 

ア 原則として自動販売機設置１台につき最低１基の割合で、空き容器回収ボック

スを設置すること。なお、設置に係る費用は、設置者の負担とする。 

イ 空き容器回収ボックスの素材は、樹脂製または金属製とし、容器の回収頻度や

回収量を考慮し、使用済み容器が溢れ、周囲に散乱することがないよう、十分な

収容容積を確保すること。 

ウ 空き容器の回収は、設置者の責任において適切な頻度で行い、臭気等で不衛生

な状態とならないよう細心の注意を払うこと。 

エ 空き容器の処理は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する

法律」（平成７年法律第１１２号）などの関係法令に基づき、適切に行うこと。 

 

(３)費用負担 

①電気代 

自動販売機の設置・管理・運営にかかる電気代は、設置場所にかかる貸付料とは別

に、設置者が市に対し支払うものとする。 

なお、電気使用量の算出に当たっては、設置者の負担において子メーター（計量法

に基づく検定または基準適合検査に合格したもので、有効期限内のもの）を設置し、

施設管理者が指定した期日（年度末）に検針を実施の上、その電力量をもって電気料

金を算出する。 
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②自動販売機の設置にかかる費用 

自動販売機の設置に際し、電気工事等を必要とする場合、その費用は設置者が負担

するものとする。なお、工事を実施する際は、施設管理者の指示に従って行うこと。 

 

（４）原状回復 

設置者は、貸付期間が満了または賃貸借契約が解除された場合は、速やかに原状回

復し、施設管理者の確認を受けること。なお、原状回復に要する費用は設置者の負担

とし、設置者は一切の補償を市に対し求めることができない。 

 

（５）使用上の制限 

設置者は、賃貸借契約締結後から貸付期間満了までの間、次に掲げる事項を遵守す

ること。 

①賃貸借契約の条件を遵守し、貸付料を確実に納付すること。 

②貸付物件への建物の建築や工作物の設置を行わないこと。 

③貸付物件を第三者に転貸し、またはそれに類似する行為を行わないこと。 

④本件賃借権を第三者に譲渡し、または他の権利を設定しないこと。 

 

５ 施設概要及び位置図 

今回募集する物件における自動販売機の設置場所は以下のとおり。 

 

（１）行田市役所本庁舎（行田市本丸２番５号） 

ア 物件番号  ①、②、③、④ 

イ 開庁時間  ８時３０分から１７時１５分まで 

ウ 開 庁 日  次の閉庁日を除く毎日  

・土曜日 ・日曜日（午前中を除く）  

・年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

・国民の祝日に関する法律で定める休日 

エ 常勤者数  約３００人 
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位置図（物件番号①、②、③） 

 

 

　

高齢者
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推進課

健康課

市民課
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階段
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物件番号② 物件番号① 
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※物件番号③は新設のため写真なし 

 

 位置図（物件番号④） 

 

 

 

  

行田市役所本庁舎地下１階平面図
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（２）コミュニティーセンターみずしろ（行田市本丸５番１０号） 

ア 物件番号  ⑤ 

イ 開庁時間  ９時００分から２１時３０分まで 

ウ 開 庁 日  次の閉庁日を除く毎日  

・毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日） 

・年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

エ 常勤者数  ２人 

オ 利用者数  令和６年度 １９，２４４人 

        令和５年度 ３０，５１４人 

        令和４年度 ２５，９５１人 

        ※会議室、交流スペースの利用者数 

 

位置図（物件番号⑤） 

 

控室

正面

玄関

みずしろ１階平面図
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１０１号室

倉庫
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女性用

トイレ
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（３）南河原支所（行田市大字南河原７９０番地） 

ア 物件番号  ⑥ 

イ 開庁時間  ８時３０分から１７時１５分まで 

ウ 開 庁 日  次の閉庁日を除く毎日  

・土曜日、日曜日 

・年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

・国民の祝日に関する法律で定める休日 

エ 常勤者数  ４人 

 

  

  

物件番号⑤ 対象外

物件 



10 

 

位置図（物件番号⑥） 

 

  

書庫
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事務室

隣保館
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休養室
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機械室

会議室

旧学童室Ⅰ

ポーチ

南 河 原 支 所 １ 階 平 面 図

物件番号⑥

物件番号⑥ 



11 

 

（４）男女共同参画推進センター（行田市佐間３丁目２３番６号） 

ア 物件番号  ⑦ 

イ 開庁時間  ８時３０分から２１時３０分まで 

ウ 開 庁 日  次の閉庁日を除く毎日  

・毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 

・年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

エ 常勤者数  ４人 

オ 利用者数  令和６年度 １１，８３３人 

        令和５年度 １１，５０４人 

        令和４年度  ８，９８３人 

 

位置図（物件番号⑦） 

 

物件番号⑧ 

ベー

ター
更衣室

更衣室

幼
児
用

ト
イ
レ

授
乳
室

物件番号⑦

男女共同参画推進センター１階平面図

男性用
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調理室

女性用

トイレ

多目的

トイレ

階段
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事務室
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印刷室

１

相談室

２
館内入口

倉庫

エレ

相談室

物件番号⑦ 
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（５）消防本部消防署本署（行田市大字長野４３８９番地１） 

ア 物件番号  ⑧、⑨、⑩ 

イ 開庁時間  ２４時間（夜間は施錠） 

ウ 開 庁 日  毎日 

エ 勤務者数  ４５人 

 

 位置図（物件番号⑧、⑨、⑩） 

 

 

 
 

ピロティ

消防通路

男性用

トイレ

女性用

トイレ

食堂

車庫

厨房

階段

ポーチ 風除室

ホール 階段

会議室 消防事務室

消防自動車等

出口

物件番号⑨

物件番号⑩

対象外物件

消防本部消防署本署１階平面図

物件番号⑧

物件番号⑧ 
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（６）行田市立学校給食センター（行田市大字樋上１９５番地２） 

ア 物件番号  ⑪ 

イ 開庁時間  ８時３０分から１７時１５分まで 

ウ 開 庁 日  次の閉庁日を除く毎日  

・土曜日、日曜日 

・年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

・国民の祝日に関する法律で定める休日 

エ 常勤者数  約５５人（給食提供日（約１９０日）の人数） 

        約１５人（給食提供がない日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物件番号⑨ 

 

物件番号⑩ 
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 位置図（物件番号⑪） 
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ボイラー室

プラットホーム

準備室

雑品庫

倉
庫

倉
庫

風

除
室

女性用

トイレ

廃

油

庫

物件番号⑪ 



15 

 

５ 販売数量実績 

 過去３年間の実績は下記のとおり。 

物件 

番号 
施設名称 貸付場所 

年間売上本数（本） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 

行田市役所本庁舎 

建物内 

（１階ロビー） 
5,784 8,064 9,190 

② 
建物内 

（１階ロビー） 
5,149 4,396 5,664 

③ 
建物内 

（１階中庭南） 
7,147 7,159 － 

④ 
建物内 

（地下１階通路） 
7,894 6,689 6,306 

⑤ 
コミュニティー 

センターみずしろ 

建物内 

（１階通路） 
－ 2,859 3,233 

⑥ 南河原支所 
建物内 

（１階ホール） 
－ 714 1,000 

⑦ 
男女共同参画推進 

センター 

建物内 

（１階エレベータ右横）  
－ 1,166 1,419 

⑧ 

消防本部・消防署本署 

建物内 

（１階玄関ホール）  
3,307 3,599 3,547 

⑨ 
建物内 

（１階食堂） 
2,018 2,635 2,640 

⑩ 
建物内 

（１階食堂） 
4,858 5,342 5,484 

⑪ 
行田市立学校給食 

センター 

建物内 

（１階玄関ホール）  
－ 1,463 1,069 

【データの欠損等について】 

・物件番号③は、現在空きスペースとなっている場所で、缶・ペットボトルの自

動販売機における令和５年度までの売上本数データとなる。 

・物件番号⑤⑥⑦⑪は、令和５年度から新規で設置したため令和４年度のデータ

はない。 

 


